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白子町第５次総合計画後期基本計画策定支援業務公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

この要領は、白子町第５次総合計画後期基本計画策定支援業務を（以下「本業務」という。）を

委託するにあたり、受託候補者を公募型プロポーザル方式（以下「本プロポーザル」という。）に

より選定するために必要な事項を定めるものである。 

 

２ 業務概要 

（１）業務名称   白子町第５次総合計画後期基本計画策定支援業務 

（２）業務内容   別紙「白子町第５次総合計画後期基本計画策定支援業務仕様書」のとおり 

（３）選定方法   企画提案書等の公募によるプロポーザル方式 

（４）委託期間   契約の日から令和４年３月３１日まで 

（５）業務委託料  ３，５００，０００円（消費税及び地方消費税を含む）以内 

 

３ 事業担当課 

  白子町総務課企画政策係 

  〒２９９－４２９２ 千葉県長生郡白子町関５０７４番地の２ 

  電話番号：０４７５－３３－２１１０ ＦＡＸ番号：０４７５－３３－４１３２ 

  メールアドレス：kikaku@town.shirako.lg.jp 

 

４ 参加資格等 

本業務のプロポーザルに参加する事業者は、次に掲げる要件を全て満たしている者とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

（２）地方公共団体の総合計画、総合戦略及び国土強靭化地域計画の策定業務を受託した実績を

有すること。 

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法

（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者。ただ

し、更生手続開始の決定又は再生計画認可の決定が参加申込提出期限以前になされてい

る場合はこの限りでない。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律７７号）第３条又は第４

条の規定に基づき都道府県が指定した暴力団等の構成員を、役員、代理人、支配人その他

の使用人又は入札代理人として使用していない者。 

（５）参加申込書の提出期限までに千葉県及び白子町から指名停止措置を受けていないこと。 

（６）国税及び地方税を滞納していないこと。 

（７）豊富な経験と高い専門知識を有する業務責任者及び業務担当者を配置すること。 
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５ スケジュール 

プロポーザル実施の公表 令和３年１０月２２日（金） 

参加申込書提出期限 令和３年１１月 ５日（金）午後５時まで（必着） 

参加資格確認結果通知 令和３年１１月１１日（木） 

質問書の提出期限 令和３年１１月 ５日（金）午後５時まで（必着） 

質問書の回答期限 令和３年１１月 ８日（月） 

企画提案書等の提出期限 令和３年１１月１８日（木）午後５時まで（必着） 

プレゼンテーション審査 令和３年１１月２６日（金）午後１時３０分から 

審査結果通知 令和３年１２月 ２日（木） 

   ※ただし、各実施日については、事務上の都合により変更する場合がある。 

    

６ 企画提案書等の提出 

（１）提出書類及び提出部数 

Ｎｏ 提出書類名 様式 
提出部数 

正本 副本 

① 参加申込書 様式第１号 １  

② 会社概要書 様式第２号 １ ８ 

③ 業務実績書 
様式第３号 

及び代表的な成果品 
１ ８ 

④ 
企画提案書 

(業務実施体制・配置予定者・業務行程表) 

様式第４号及び 

任意様式 
１ ８ 

⑤ 見積書（積算内訳・積算根拠を含む） 任意様式 １ ８ 

⑥ 質問書（必要がある場合のみ） 様式第５号 １  

⑦ 辞退届 様式第６号 １  

  ※各提出書類の詳細については（２）を参照すること。 
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（２）企画提案書の様式等  

・企画提案書は、Ａ４判カラー印刷（Ａ３判の折り込み可）とし、両面印刷とすること。 

・文字サイズは、原則１１ポイント以上とすること。 

・企画提案書は目次及びページ番号をつけること。なお、ページ数に制限は定めない。 

・企画提案書の末尾に、業務実施体制・配置予定者及び業務工程表を記載すること。  

・企画提案の趣旨やアピールポイントなどを簡潔にわかりやすく記載すること。  

・本業務仕様書の業務項目に沿った企画提案書を作成すること。 

・見積金額は、消費税及び地方消費税を含む額とすること。 

 

７ 提出方法等 

（１）関係書類の配布期間 

令和３年１０月２２日（金）から 

（２）配布方法 

提出書類の各様式は、白子町ホームページからダウンロードすること。 

（３）関係書類の提出期限 

   ・参加申込書等【上記６-Ｎｏ①②③】：令和３年１１月 ５日（金） 

    ・企画提案書等【上記６-Ｎｏ④⑤ 】：令和３年１１月１８日（木） 

     ※提出期限後の書類等の再提出及び差替えは認めない。 

（４）提出先 

    白子町総務課企画政策係 

（５）提出方法 

持参又は郵送（配達証明等、到着日時の記録が残るものを使用すること）により提出する

こと。 

・持参の場合は、開庁日の午前９時から午後５時までの間に持参すること。 

・郵便の場合は、上記提出期限に必着のこと。 

 

８ 質問及び回答 

本プロポーザルに関する質問は、次の方法で提出すること。なお、質問は企画提案書の提出に

必要な事項及び業務実施にかかる条件に限るものとし、評価及び審査にかかる質問は一切受け

付けない。 

（１）質問方法 

    質問書（様式第５号）を作成し、電子メール又はファックスで提出すること。 

    ※提出後に電話にて送信した旨を必ず報告すること。 

（２）提出期間 

令和３年１０月２２日（金）から令和３年１１月 ５日（金）まで 

（３）提出先 

  白子町総務課企画政策係 
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（４）回答方法 

    質問に対する回答は、白子町ホームページに掲載する。 

 

９ 審査・選考 

（１）書類審査 

・参加申込者から提出された書類について、記載事項を確認し、参加資格及び適格要件を満

たしているか審査する。 

・参加資格を有した申込者が４者以上になった場合は、書面審査の評価により、プレゼンテ

ーション審査を行う３者を選定する。 

・書類審査の結果は、全ての参加申込者に電子メールで通知する。 

 

（２）プレゼンテーション審査 

・実施日時 

令和３年１１月２６日（金）予定  ※変更する場合あり 

・実施場所 

白子町役場２階 第２会議室 

・実施時間 

１業者につき３０分程度（プレゼンテーション２０分以内、ヒアリング１０分程度） 

・出席者  

３名以内 

・その他留意事項 

○プレゼンテーションについては、企画提案書を基に行うこととし、追加提案、追加資料

等の配布は認めない。 

○説明に際して、プロジェクター等機器を用いて提案書の表現を補足する説明をするこ

とができる。なお、プロジェクター及びスクリーンは白子町が用意するが、その他機器

については提案者が用意すること。 

○プレゼンテーションは非公開とする。 

 

（３）審査及び結果通知 

・審査 

プロポーザルの審査は、審査委員会の各委員が評価を行うものとし、総評価得点が最も高

い者を受託候補者とする。評価基準は下記のとおりとする。 
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審査評価基準 

 審査項目 評価事項 評価基準 配点 

１ 業務遂行能力 人員配置 業務を適正かつ円滑に遂行するための人員

体制が整っているか。 

１５ 

実施スケジュール 実施スケジュールが適切に示され、確実な業

務開始が見込めるか。また、業務の運用計画

は実施可能なものであるか。 

１０ 

業務実績 本業務を遂行できるだけの経験と実績を有

しているか。 

１０ 

２ 業務内容 現状の把握及び整理 本町の地域性、施策及び関係計画等を把握

し、本計画との関係が適切に整理されている

か。 

１５ 

総合計画の策定支援 仕様書の内容を反映した提案内容かつ総合

計画の策定に向けた支援内容が適切で、計画

策定に有効と認められるものであるか。 

 

２０ 

その他自社の優位性 提案者の提案は、他者より優位性があるか。 １０ 

３ 提案価格 見積金額 提案者内の最低提示額÷提案者の提示額×

配点 

※消費税込みで算定。小数点以下は四捨五入 

１０ 

４ 総合評価 プレゼンテーション等 プレゼンテーション及びヒアリング内容に

説得力、理解力、対応力があるか。また、取

組み姿勢に熱意を感じるか。 

１０ 

           評価点                        １００点満点 

 

・審査結果の通知 

審査の結果については、プレゼンテーションを行った者に令和３年１２月 ２日（木）

に書面により通知するとともに、白子町ホームページに掲載する。 
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１０ 契約等 

（１）契約先 

評価基準に基づき審査した結果、評価が最も高い受託候補者と契約交渉等を進める。なお、

契約内容及び契約金額等の交渉にあたり、交渉が成立しない場合、次順位者と交渉を行う。 

（２）業務内容及び契約金額の決定方法 

業務内容及び契約金額については、受託候補者と白子町が協議により仕様を再確認し、改

めて見積書を徴収して、予定価格の制限範囲内で決定する。 

 

１１ 参加辞退 

参加申込書の提出後、プロポーザルへの参加を辞退する者は、辞退届（様式第６号）を提出す

ること。 

（１）提出期限 

令和３年１１月１８日（木） 

（２）提出場所 

白子町総務課企画政策係 

（３）提出方法 

持参又は郵送（配達証明等、到着日時の記録が残るものを使用すること）により提出する

こと。 

・持参の場合は、開庁日の午前９時から午後５時までの間に持参すること。 

・郵便の場合は、上記提出期限に必着のこと。 

 

１２ 失格事項 

参加申込書を提出した者が次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

（１）本実施要領で定めた提出方法、提出先、提出期限に適合しない場合 

（２）本実施要領で定めた様式及び記載上の注意事項に示された内容に適合しない場合 

（３）提出書類に記載すべき事項が記載されていない場合 

（４）提出書類に虚偽の記載があった場合 

（５）審査結果に影響を与えるような不正行為を行った場合 

（６）契約締結の日までに参加資格を満たさなくなった場合 

（７）前各号に定めるもののほか、著しく信義に反する行為があった場合 
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１３ その他留意事項 

（１）本プロポーザルに要する費用は、全て参加者の負担とする。 

（２）提出された書類等は返却しない。 

（３）白子町は、本プロポーザルの結果の公表や出版物等への掲載、その他執務上必要とする場

合、提出書類の一部又は全部を無償で使用できるものとする。 

（４）提出された書類等は審査等において必要な場合は複製することがある。 

（５）提出された書類等は、白子町情報公開条例第７条の規定により開示する場合がある。 

（６）本プロポーザルは、受託候補者の選定を目的に実施するものであり、契約後の業務は必ず

しも提案内容に沿って実施するものではない。 

（７）審査の経緯及び結果についての異議申し立ては一切受け付けない。 

 


